
　

建
物
を
建
て
る
に
は
、
原
則
と

し
て
建
物
の
敷
地
は
幅
員
４
㍍
以

上
の
道
路
に
２
㍍
以
上
接
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
幅
員
４
㍍
未
満
の
道

路
で
あ
っ
て
も
、
古
く
か
ら
存
在

し
、
す
で
に
建
物
が
立
ち
並
ん
で

い
る
幅
員
１
・
８
㍍
以
上
の
道
路

に
つ
い
て
は
、
そ
の
中
心
線
か
ら

２
㍍
後
退
（
道
路
後
退
）
し
た
所

を
道
路
の
境
界
線
と
み
な
し
、
幅

員
４
㍍
の
道
路
と
し
て
建
築
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
門
や
塀
な
ど
を
築
造
す
る
と
き

も
道
路
後
退
が
必
要
で
す
。

■
道
路
後
退
の
必
要
性

○
緊
急
車
両
の
円
滑
な
通
行

○
火
災
の
延
焼
防
止

○
災
害
時
の
避
難
経
路
の
確
保

○
日
照
・
通
風
な
ど
の
確
保

■
税
制
上
の
優
遇
制
度
な
ど

　

道
路
後
退
し
た
部
分
は
申
請
す

る
こ
と
で
、
固
定
資
産
の
免
税
制

度
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
後

退
部
分
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
は

市
が
行
い
ま
す
の
で
、
建
設
道
路

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

市
庁
舎
別
館
建
築
審

査
課　

建
築
指
導
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
５
５
８

　

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、

家
庭
や
住
み
慣
れ
た
地
域
で
支
え

合
い
、
安
心
し
て
安
全
に
生
活
が

送
れ
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
方
々
と
接
す
る
と

き
は
、
勇
気
を
出
し
て
「
何
か
お

手
伝
い
で
き
る
こ
と
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」
の
愛
の
一
声
運
動
を
推

進
し
、
要
望
に
沿
っ
た
温
か
い
手

を
差
し
伸
べ
ま
し
ょ
う
。

　

家
庭
で
は
、
障
害
者
福
祉
に
つ

い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

【
日
常
生
活
用
具
の
給
付
、
補
装

具
の
交
付
等
を
し
て
い
ま
す
】

　

市
で
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
方

に
対
し
て
、
日
常
生
活
用
具
の
給

付
、
補
装
具
の
交
付
・
修
理
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

制
度
の
対
象
・
用
具
の
種
類
・

自
己
負
担
額
な
ど
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
、
担
当
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

○国民の皆様の信頼に応え一層のサービス向上の実現をめざし、社会保険
　庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。

○現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変
　わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用いただけます。

■問合せ　新居浜社会保険事務所　℡0897－35－1300

廃
止

社
会
保
険
庁 公的年金の財政責任・運営責任

公的年金の運営業務 日本年金機構

厚生労働省

日本年金機構が来年１月１日からスタート

平成22年１月１日

　デジサポ愛媛（総務省愛媛県テレビ
受信者支援センター）では、地上デジ
タル放送のことを知ってもらうため、
市内各公民館で説明会を開催します。
　会場一覧を記載したチラシを、12月
中旬に各ご家庭へ送付しますので、ご
都合に合わせてご参加ください。
■説明会の内容
　地デジ受信の準備に必要な情報の提
供、アナログ放送テレビとの比較、地
デジテレビの体験、個別相談。
※テレビやアンテナ等の販売・契約・
　勧誘などは一切行いません。
■問合せ　デジサポ愛媛説明会事務局
　℡089－943－6039 （平日10時～18時）

地上デジタル放送説明会
平成22年１月開催

狭
い
道
で
建
物
を
建
て
る
に
は

「
道
路
後
退
」
が
必
要
で
す

12
月
３
日
～
９
日
は

「
障
害
者
週
間
」
で
す

運動の重点
★ 高齢者の交通事故防止
★ 飲酒運転の根絶
★ すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

スローガン

広報さいじょう　2009　12月号17


